
市営自転車等駐車場の利用料金の考え方(案)について（概要）

（例図）駅からの距離と定期料金の関係（市営における旧市別の比較） 
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駅出口からの直線距離（ｍ）

さいたま市

の自転車施策

自転車走行
環境の整備

ルール・
マナーの
徹底

自転車等
駐車対策

さいたま市としての駐車料金の考え方を統一し、利用者間の公平性を確保します。 

受益者負担の原則により、無料施設を見直すことで、市民負担の公平化を確保します。 

民間施設の経営維持に配慮し、民間事業者が自転車等駐車場を安定的に供給できるような環境維持に努め

ます。 

資料１

＜ 料金見直しにより、目指すイメージ ＞ 

※例えば、駅からの距離に応じた料金設定を考える 
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自転車等駐車対策 

・市営自転車等駐車場の利用料

金の考え方について

・自転車等駐車対策の基本的な

考え方

・自転車等駐車場、放置自転車

等対策の考え方

・買い物等利用への対応策

中間とりまとめ

自転車等駐車対策基本方針（案） さいたま市 

自転車等駐車対策協議会 

自転車等利用総合計画の策定 

（平成26年度以降） 

自転車走行 

環境の整備 

ルール・マナーの 

徹底 

自転車等駐車対策 

基本方針（案）の検討 

自転車施策の３本柱 

・自転車走行環境の整備（はしる） 

・自転車等駐車対策（とめる） 

・ルール・マナーの徹底（まもる） 

１ 自転車施策について ２ 利用料金見直しの目的 
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基準となる自転車等駐車場の料金をもとに、駅の特性・駅からの距離を考慮し、施設ごとの標準料金を算出

し、屋根の有無や階層別による施設条件を加味します。 

遠い 近い

利便性と料金の
どちらを
優先しようか

便利な駐輪場を
利用したい方

料金が安い駐輪場を
利用したい方

屋根あり

駅

利便性によって利用料金が変わるので、
利用者が料金と利便性のどちらを優先
するかで、自転車駐車場を選ぶことが
できます。
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Bike Parking

￥

￥

￥

料金が安いスペースを
利用したい方

便利なスペースを
利用したい方

同一の自転車駐車場においても、
置き場所によって利便性が異なります。
そのため、利便性に応じた置き場所毎
の料金設定を行います。

受益に応じた負担とするため、一律料金ではなく、施設の特性に応じ差をつけた料金とします。 

（これにより利用者が施設の特性と料金から、自転車等駐車場を選ぶことも可能となります。） 

すべての市営自転車等駐車場を有料化します。 

周辺の料金相場を考慮して設定します。 

※様々な利用者ニーズに対応するために、各種割引制度なども導入します。 

最も利便性の高い施設を選定 施設整備・運営に必要なコスト 

（必要な利用料金）の算定 

＜立地特性＞ 

最寄駅の特性 

駅からの距離 

＜施設特性＞ 

屋根の有無 

駐車場所の階層 

直近に整備し、かつ利用条件が最も良いと

見込まれる施設における１か月１台あた

りに必要なコスト（整備費・維持管理費か

ら補助金収入を差し引いた額）を参考 

各施設の料金算出（1ヶ月自転車定期料金） 

現在の利用率との関係 

民間施設の状況 

総合的な交通戦略 

考慮する項目 

※その他の料金 

・原付などの車種別料金 ・学生割引料金 ・長期契約割引料金 ・一時利用料金 

検証 

基準額の算出

各施設の標準料金の検討

平成 

２４ 

年度

さいたま市自転車等駐車対策協議会開催日 

・平成２４年８月２７日 

・平成２４年１０月３０日（地域分科会） 

・平成２４年１２月２５日 

・平成２５年２月２６日 

※利用料金の考え方（案）については、さいたま市自転車等駐車対策協議会の意見を踏

まえながら策定しました。 

平成 

２５ 

年度 

パブリックコメント 

・平成２５年７月（予定） 

さいたま市自転車等駐車対策協議会開催日 

・平成２５年９月（予定） 

料金改定議案上程 

・平成２５年１２月議会（予定） 

３ 新料金体系の方針 

４ 料金設定の考え方 

５ 新料金体系の算出イメージ 

６ スケジュール

(料金が高い) 

(料金が高い) 

自転車等駐車場 


